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釜石商工会議所 生命共済「独自給付制度」規約 

 

（目的） 

第１条 本制度は、釜石商工会議所が会員事業およびその役員・従業員の福利厚生制度を充実させることを目的とし

て実施する共済制度「おでんせ共済」の一部をなすものである。 

 

（対象者） 

第２条 本制度の対象者は「おでんせ共済」に加入する当商工会議所会員事業所の事業主・役員及びその従業員全

員（以下、「対象者」という。）とする。 

 

（運営費） 

第３条 本制度に係る運営費は「おでんせ共済」の掛金に含まれる制度運営費の一部を充当する。また、会員事業所

は当商工会議所に対し、「おでんせ共済」の掛金に含まれる本制度の運営費を別に定める期日までに毎月払い込

まなければならない。 

 

（責任開始日） 

第４条 本制度の責任開始日は、「おでんせ共済」の一部をなす福祉団体定期保険（以下、「団体定期保険」という。）

の責任開始日と同日とする。 

 

（保障期間） 

第５条 本制度の保障期間は、団体定期保険の保険期間と同一とする。 

 

（失効） 

第６条 団体定期保険が効力を失った場合には、本制度は同時に効力を失う。 

 

（給付内容） 

第７条 本制度の給付は、見舞金・祝金とし、その内容は［別表１］に定めるとおりとする。 

 

（給付手続き） 

第８条 対象者は、見舞金・祝金の支払事由に該当した場合は、会員事業所を通じ、別表２に定める書類を提出の上、

所定の請求手続きを行うものとする。なお、給付の申請期限は、見舞金については支払事由の発生した日より３年

以内、祝金については３年以内とする。 

ただし、対象者において次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、見舞金・祝金を支払わないものとす

る。 

１．見舞金・祝金の請求に関し、受取人に詐欺行為（未遂を含む）があった場合。 

２．対象者が次の（ア）から（エ）のいずれかに該当する場合。 

（ア）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む）、暴力団準構成員、暴力団関係

企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）に該当すると認められること。 

（イ）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 

（ウ）反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 
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（エ）その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

 

（規約の制定・改廃） 

第９条 本規約の制定および改廃は、常議員会の決議により行う。 

 

 

（附 則） 

本規約は、平成２４年１１月１日から施行する。 

 

（附 則） 

 この規約、第８条（給付手続き）の改正規約は、平成２５年１月１日から施行する。 

 

（附 則） 

 この規約、第７条（給付内容）[別表１]の改正規約は、令和２年３月３１日から施行する。 
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［別表１］見舞金・祝金給付内容 

 

＜給付する場合＞ 

１．病気入院見舞金 

  対象者が疾病により８日以上継続入院した場合、下表のとおり病気入院見舞金を支給する。なお、保障期間内

（毎年１１月１日から１０月３１日までの１年間）において２回まで請求できる。ただし、保険金・給付金と重複して給付

することはしない。請求期限は、事由発生日より３年以内とする。 

 

口 数 

給付内容 
５ 口 ４ 口 ３ 口 ２ 口 １ 口 

病気入院見舞金 
一律 

２５,０００円 

一律 

２０,０００円 

一律 

１５,０００円 

一律 

１０,０００円 

一律 

５,０００円 

 

 

２．結婚祝金 

  加入日（効力発生日）以後１年以上経過した対象者が本制度の保障期間中に結婚した場合、下表のとおり結婚祝

金を支給する。なお、夫婦の両者が加入者である場合は、両者それぞれに結婚祝金を支給する。請求期限は、事

由発生日より３年以内とする。 

 

口 数 

給付内容 
５ 口 ４ 口 ３ 口 ２ 口 １ 口 

結 婚 祝 金 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 ５,０００円 

 

 

３．出産祝金 

  加入日（効力発生日）以後１年以上経過した対象者（もしくはその配偶者）が本制度の保障期間中に出産した場合、

下表のとおり出産祝金を支給する。ただし、夫婦の両者が加入者である場合においては、どちらか一方にのみ支

給するものとする。請求期限は、事由発生日より３年以内とする。 

 

口 数 

給付内容 
５ 口 ４ 口 ３ 口 ２ 口 １ 口 

出 産 祝 金 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 ５,０００円 

 

 

４．年祝金 

  加入日（効力発生日）以後１年以上経過した対象者の年齢が、本制度の保障期間中に男性においては満４２歳、

女性においては満３３歳に到達した場合、下表のとおり年祝金を支給する。請求期限は、事由発生日より３年以内
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とする。 

 

口 数 

給付内容 
５ 口 ４ 口 ３ 口 ２ 口 １ 口 

年 祝 金 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 ５,０００円 

 

 

５．成人記念祝金 

  加入日（効力発生日）以後１年以上経過した対象者の年齢が、本制度の保障期間中に満２０歳に到達した場合、

下表のとおり成人記念祝金を支給する。請求期限は、事由発生日より３年以内とする。 

 

口 数 

給付内容 
５ 口 ４ 口 ３ 口 ２ 口 １ 口 

成人記念祝金 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 １０,０００円 ５,０００円 

 

 

［別表２］ 見舞金・祝金給付請求書類 

 

見舞金等区分 必要書類 

病気入院見舞金 ・当所指定請求書 

・診断書・領収書等、入院日数の証明ができる書類（コピー可） 

結 婚 祝 金 ・当所指定請求書 

・戸籍抄本等結婚したことが証明できる書類（コピー可） 

出 産 祝 金 ・当所指定請求書 

・戸籍抄本・住民票等出産したことが証明できる書類（コピー可） 

年 祝 金 ・当所指定請求書 

・戸籍抄本・住民票・免許証等年齢が確認できる書類（コピー可） 

成 人 記 念 祝 金 ・当所指定請求書 

・戸籍抄本・住民票・免許証等年齢が確認できる書類（コピー可） 

 

 

 

 

 


